
 

 

 

資料 





 

資料１ 愛知県保健師研修体系 

 

＜対象＞A-1：県・市町村のA-1の者

　　　　A-2：県・市町村のA-2又はA-2の獲得をめざす者

＜ねらい＞

　　A-1：個別支援を通して、個人・家族支援に必要な能力が理解できる。

　　A-2：個別から集団支援、地域組織活動への展開について理解できる。

＜対象＞県・市町村のA-3又はA-3獲得をめざす者

＜ねらい＞・指導者に求められる能力を理解できる。

　　　　　・後輩育成、実習指導の意義や教育方法、評価について理解で

　　　　　　きる。

（ 県 集 合 研 修 ）

＜対象＞県・市町村のA-3又はA-４の者
＜ねらい＞・地域保健活動を実践するための専門能力について理解するこ

とができる。
　　　　　・地域の健康課題を明確にし、その解決に向け改善策を事業と
　　　　　 して施策化できる。
　　　　　・ＰＤＣＡサイクルを回し、事業評価を行い、事業の見直しや

新規事業の計画を提案できる。

＜対象＞県・市町村のA-4以上かつB-2以上の者／統括保健師

＜ねらい＞・保健師管理者として、自組織及び保健活動ビジョンを踏まえ
　　　　　　て事業・施策をマネジメントするための具体的方法を述べる

 　　　　　　ことができる。
　　　　　・施策展開に必要な人事管理・人材育成を含むマネジメントの
　　　　　　在り方について説明できる。

＜対象＞県・市町村の保健師
＜ねらい＞・災害初動時の保健活動体制の整備のために、保健師が必要な知識と技術を修得する。

＜対象＞保健所・保健所管内市町村の保健師等
＜ねらい＞管内保健師の資質向上を図る。

＜対象＞保健所管内地域保健関係者等
＜ねらい＞管内地域保健関係者等の資質向上を図る。

臨地実習指導者講習会（公衆衛生看護分野）

愛知県・市町村保健師実務研修交流事業 平成31年4月1日現在

健 康 づ く り に 関 す る 研 修

保健師管理者研修（統括）
（県庁保健師所管課）

地域保健関係者人材育成研修（保健所）

公務員一般研修
（県・市町村人事課等）

職 場 内 研 修
（県・市町村担当課）

自 己 啓 発

専 門 研 修

派 遣 研 修
（ 県 ・ 市 町 村 担 当 課 ）

老 人 保 健 福 祉 に 関 す る 研 修

新任保健師等保健指導研修（保健所）

保健指導技術研修
（キャリアレベル別研修）

結 核 ・ 感 染 症 に 関 す る 研 修

難 病 に 関 す る 研 修

業 務 別 研 修
（ 県 ・ 市 町 村 担 当 課 ）

新規採用職員研修、キャリア（主事・技師級、主査級、課長補佐級）、マネジメント研修、指名及び
選択研修、トップセミナー（課長級、部次長級）、管理・監督者研修、特別研修など（県保健師例）

新任保健師等保健指導研修（A-1）（A-2)（県庁保健師所管課）

そ の 他 業 務 に 関 す る 研 修

愛
知
県
保
健
師
研
修

公衆衛生看護指導者研修（県庁保健師所管課）

地域保健活動推進技術研修（県庁保健師所管課）

保健師管理者研修（管理期）
（県庁保健師所管課）

災害時保健活動研修（県庁保健師所管課）

ジョブローテーション

精 神 保 健 福 祉 に 関 す る 研 修

母子保健 ・児童福祉に 関する 研修
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資料２ 県保健師のキャリアパス 
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師
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キ
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ラ
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A
-
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・
計
画
さ
れ
た
担
当
業
務
を
自

立
し
て
実
施
す
る
能
力
。

・
後
輩
保
健
師

を
育

成
す
る
能

力 ・
複
雑
困
難
事

例
へ
指
導
を
受

け
て
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応
す
る
能
力

・
地
域
の
健
康

課
題
を
捉
え
て

施
策
化
す
る
能
力

ST
EP

UP
経
験

年
数

に
関

わ
ら
ず
、
能

力
を
獲

得
し
た
ら
次

の
ス
テ
ッ
プ
に
進

む
。

管
理

職
保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
能
力

１
政
策
策
定
と
評
価

・
国
の
動
向

や
自
組
織
の
方
針
を
理
解
し
、
担
当

部
署
に
係
る
活
動
方
針
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
必
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に
応
じ
た
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直
し
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行
う
能
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治
体
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し
て
外
部
機
関
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位
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踏
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。
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。

・
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課
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事
業
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役
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調
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め
ざ
す

職
員

像
※

①
自

ら
考
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す
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職
員

②
行

政
の
プ
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フ
ェ
ッ
シ
ョ
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③
組
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向

上
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献
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健
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公

衆
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の
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点

で
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域
を
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捉
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」
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。
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業
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解
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し
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責
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。
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基
本
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事
例
へ
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応
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体
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う
。

・
地
域

活
動
を
通
し
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地
域

特
性
や
地

域
資
源
を

把
握
し
、
地

域
の
人
々
の
健

康
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
。
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ア
レ
ベ
ル
A‐
5の

保
健

師
を
補
佐

す
る
。

・
関

係
機

関
と
の
信

頼
関

係
を
築

き
協
働

す
る
。

・
自

組
織

を
超
え
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
主

体
的

に
発
言

す
る
。

・
課

の
保

健
事

業
に
係

る
業
務

全
般

を
理
解

し
、
そ
の

効
果

的
な
実
施

に
対
し
て
責
任

を
持

つ
。

・
複

雑
な
事

例
に
対
し
て
、
担
当

保
健

師
等

に
ス
ー
パ

ー
バ

イ
ズ

す
る
こ
と
が

で
き
る
。

・
地

域
の

潜
在

的
な
健

康
課
題

を
明

確
に
し
、
施

策
に
応

じ
た
事

業
化

を
行
う
。

・
所
属

課
の

保
健

事
業

全
般

に
関
し
て
指

導
的

役
割

を
担

う
。

・
自
組

織
を
超
え
た
関
係

者
と
の
連

携
・
調
整

を
行
う
。

・
組
織

の
健

康
施

策
に
係

る
事
業

全
般

を
理
解

し
、
そ
の

効
果

的
な
実

施
に
対

し
て
責

任
を
持

つ
。

・
組
織

横
断

的
な
連

携
を
図

り
な
が

ら
、
複

雑
か

つ
緊
急

性
の

高
い
地

域
の
健

康
課

題
に
対
し
て
迅
速

に
対
応

す
る
。

・
健
康

課
題

解
決

の
た
め

の
施

策
を
提

案
す
る
。

め
ざ
す

職
員

像
※

①
自

ら
考

え
行

動
す
る
職
員

②
行

政
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

③
組

織
力

の
向

上
に
貢
献

す
る
職

員

愛
知

県
保

健
師

の
め
ざ
す
姿

「
公

衆
衛

生
の

視
点

で
地

域
を
総

合
的

に
捉

え
、
自

分
で
考

え
実

践
で
き
る
保

健
師

」

・
愛
知

県
の
新
任
者
で
あ
り
行
政
組
織
人
及
び
保

健
師
専
門

職
と
し
て
の
自
覚

を
持
つ
。

・
担
当

業
務
を
的
確
に
把
握
・理

解
し
、
個
別
事
例

に
対

し
て
責

任
を
持
つ
。

・
基
本

的
事
例
へ
の
対

応
を
主
体

的
に
行
う
。

・
地
域

活
動
を
通
し
て
地
域

特
性
や
地

域
資
源
を

把
握
し
、
地

域
の
人
々
の
健

康
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
。

 

 

異
動

・
配

属
の

考
え

方

職
場

内
研

修
（
O

J
T
）

　
　

職
場

外
研

修
（
o
ff

-
J
T
）

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
 

★
新

任
保

健
師

等
保

健
指

導
研

修
（
A
-
1
）

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
 

★
新

任
保

健
師

等
保

健
指

導
研

修
（
A
-
2
）

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
★

公
衆

衛
生

看
護

指
導

者
研

修
／

A
-
3
又

は
A
-
3
の

獲
得

を
め

ざ
す

者
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

研
修

 
★

地
域

保
健

活
動

推
進

技
術

研
修

／
A

-
3
又

は
A

-
4
の

者
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

研
修

保
健

師
管

理
者

研
修

（
管

理
期

・
統

括
）
／

A
-
4
以

上
か

つ
B
-
2
以

上
の

者
・
統

括

研
修

（
 母

子
保

健
 ）

保
健

所
保

健
師

母
子

保
健

実
務

研
修

／
A

-
2
又

は
A

-
2
の

獲
得

を
め

ざ
す

者
（
あ

い
ち

小
児

セ
ン

タ
ー

）

研
修

（
健

康
づ

く
り

）
★

健
康

づ
く
り

指
導

者
セ

ミ
ナ

ー
（
行

政
コ

ー
ス

）
／

A
-
3
の

獲
得

を
め

ざ
す

者
（
あ

い
ち

健
康

プ
ラ

ザ
）
　

研
修

（
 業

務
別

  
）

派
遣

研
修

（
 実

習
指

導
者

 ）
臨

地
実

習
指

導
者

講
習

会
（
公

衆
衛

生
看

護
）
／

A
-
3
又

は
A

-
3
の

獲
得

を
め

ざ
す

者
（
看

護
研

修
セ

ン
タ

ー
）

派
遣

研
修

（
公

衆
衛

生
看

護
）

公
衆

衛
生

看
護

研
修

（
中

堅
期

）
／

A
-
4
の

獲
得

を
め

ざ
す

者
（
科

学
院

）

派
遣

研
修

（
公

衆
衛

生
看

護
）

公
衆

衛
生

看
護

研
修

（
管

理
期

）
／

A
-
4
以

上
か

つ
B

-
2
以

上
の

者
・
統

括
（
科

学
院

）

派
遣

研
修

（
公

衆
衛

生
看

護
）

公
衆

衛
生

看
護

研
修

（
統

括
）
／

統
括

派
遣

研
修

（
母

子
保

健
）

児
童

虐
待

防
止

研
修

　
　

　
　

　
　

　
／

A
-
3
程

度
（
科

学
院

）
（
科

学
院

）

派
遣

研
修

（
健

康
づ

く
り

）
た

ば
こ

対
策

の
施

策
推

進
に

お
け

る
企

画
・
調

整
の

た
め

の
研

修
　

　
　

　
　

　
／

A
-
3
程

度
（
科

学
院

）

派
遣

研
修

（
難

病
）

難
病

患
者

支
援

従
事

者
研

修
／

A
-
3
程

度
（
科

学
院

）

派
遣

研
修

（
結

核
）

保
健

師
対

策
・
推

進
コ

ー
ス

等
／

A
-
3
程

度
（
結

核
研

究
所

）

（
保

健
所

実
施

）
 

新
任

保
健

師
等

保
健

指
導

研
修

地
域

保
健

関
係

者
人

材
育

成
研

修

人
事

交
流

愛
知

県
・
市

町
村

保
健

師
実

務
研

修
交

流
事

業

自
己

啓
発

県
職

位
　

　
　

　
技

師
・
主

任
主

査
　

　
　

　
主

任
主

査
　

　
課

長
補

佐
主

幹
・
課

長
・
・
・

専
門

的
能

力
に

係
る

キ
ャ

リ
ア

レ
ベ

ル
A
-
1

A
-
2

A
-
3
（
一

人
前

保
健

師
）

A
-
4

A
-
5

管
理

職
保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

能
力

に
係

る
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

B
-
1

B
-
2

B
-
3

B
-
4

課
題

を
設

定
し

自
ら

取
り

組
む

こ
と

に
よ

り
、

行
政

保
健

師
と

し
て

の
能

力
・
資

質
に

磨
き

を
か

け
、

後
輩

の
指

導
・
育

成
と

と
も

に
、

実
務

の
中

心
的

役
割

を
担

う
職

員
を

め
ざ

す
。

行
政

保
健

師
と

し
て

高
い

専
門

能
力

と
行

政
能

力
を

持
ち

、
地

域
の

健
康

課
題

解
決

に
向

け
て

関
係

機
関

と
協

働
し

て
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
職

員
。

指
導

者
か

ら
指

導
を

う
け

る
　

　
　

　
指

導
者

と
し

て
指

導
を

行
う

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
指

導
者

を
支

援
す

る
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

熟
達

し
た

知
識

や
技

術
を

後
輩

保
健

師
へ

指
導

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

各
種

計
画

へ
の

参
画

、
各

種
計

画
策

定
、

ワ
ー

キ
ン

グ
へ

の
参

画

  
  

事
例

検
討

【
本

庁
】

本
庁

各
課

【
地

方
機

関
】

・
保

健
所

健
康

支
援

課
（
地

域
保

健
グ

ル
ー

プ
、

こ
こ

ろ
の

健
康

推
進

グ
ル

ー
プ

）
・
保

健
所

総
務

企
画

課
（
企

画
調

整
）

・
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

・
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
、

あ
い

ち
小

児
セ

ン
タ

ー
等

・
本

庁
主

幹
・
各

保
健

所
次

長
及

び
課

長
・
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

課
長

・
あ

い
ち

小
児

セ
ン

タ
ー

室
長

本
庁

、
各

分
野

の
専

門
能

力
（
地

域
保

健
、

精
神

保
健

、
母

子
保

健
）
、

保
健

師
の

人
材

育
成

本
庁

、
地

域
保

健
、

精
神

保
健

、
母

子
保

健

グ
ル

ー
プ

班
長

と
し

て
、

専
門

分
野

の
リ

ー
ダ

-
と

し
て

の
役

割
を

担
い

業
務

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

人
材

育
成

な
ど

組
織

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

う
。

主
幹

、
次

長
、

課
長

、
室

長
等

管
理

職
と

し
て

、
専

門
分

野
の

リ
ー

ダ
-
及

び
、

組
織

の
リ

ー
ダ

ー
と

し
て

の
役

割
を

担
い

業
務

を
推

進
す

る
と

共
に

、
次

期
管

理
職

リ
ー

ダ
ー

を
育

成
す

る
。

管
内

保
健

師
や

他
の

所
属

保
健

師
と

の
交

流
、

多
様

な
価

値
観

の
保

健
師

や
他

職
種

と
の

交
流

（
市

町
村

保
健

師
協

議
会

、
愛

知
県

保
健

師
会

、
看

護
協

会
等

へ
の

所
属

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
全

国
保

健
師

長
会

へ
の

所
属

）

学
会

や
各

種
勉

強
会

（
任

意
）
へ

の
参

加
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
学

会
へ

参
加

し
活

動
発

表
・
報

告
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
学

会
へ

の
発

表
へ

の
助

言
（
後

輩
へ

自
己

啓
発

の
機

会
を

与
え

る
）

【
本

庁
】

本
庁

各
課

【
地

方
機

関
】

・
保

健
所

健
康

支
援

課
　

（
地

域
保

健
グ

ル
ー

プ
）

　
（
こ

こ
ろ

の
健

康
推

進
グ

ル
ー

プ
）

・
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

・
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
、

　
あ

い
ち

小
児

セ
ン

タ
ー

・
本

庁
課

長
補

佐
・
各

保
健

所
課

長
補

佐
・
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

課
長

補
佐

・
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
課

長
補

佐
・
あ

い
ち

小
児

セ
ン

タ
ー

室
長

補
佐

業
務

別
研

修
（
精

神
保

健
福

祉
、

難
病

、
結

核
・
感

染
症

、
老

人
保

健
福

祉
、

母
子

保
健

、
児

童
福

祉
、

健
康

づ
く
り

、
災

害
、

そ
の

他
業

務
）

職
務

分
野

の
偏

り
が

無
い

よ
う

に
幅

広
い

職
務

経
験

を
積

み
重

ね
、

適
性

を
見

出
す

と
と

も
に

、
実

務
の

中
心

的
役

割
を

担
う

職
員

を
目

指
す

。

【
地

方
機

関
】

保
健

所
健

康
支

援
課

（
地

域
保

健
グ

ル
ー

プ
）

基
礎

的
な

技
術

・
知

識
を

習
得

す
る

と
と

も
に

適
性

を
見

出
す

た
め

、
以

下
の

内
容

を
経

験
で

き
る

よ
う

計
画

的
に

異
動

を
行

う
。

①
2
か

所
の

保
健

所
を

経
験

す
る

。
可

能
な

限
り

、
健

康
支

援
課

地
域

保
健

グ
ル

ー
プ

と
こ

こ
ろ

の
健

康
推

進
グ

ル
ー

プ
を

経
験

す
る

。
②

可
能

な
限

り
、

本
庁

又
は

地
域

保
健

部
門

以
外

の
所

属
（
健

康
福

祉
部

門
、

他
部

局
）
を

経
験

す
る

。

主
な

業
務

経
験

（
ジ

ョ
ブ

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

）

地
域

保
健

基
礎

的
な

技
術

・
知

識
の

取
得

や
適

切
な

指
導

を
受

け
る

こ
と

に
適

し
た

所
属

に
配

属
す

る
。

各
組

織
の

管
理

職

記
載

内
容

：
研

修
名

／
研

修
対

象
（
研

修
場

所
）

研
修

場
所

は
場

所
指

定
研

修
の

み
記

載

★
：
必

須
研

修

科
学

院
：
国

立
保

健
医

療
科

学
院

73



 

資料３ 県保健師のキャリアノート（人材育成支援シート） 

 

 

 

 

 

【様式 1】私の仕事・上司との面談

 

年度

年 年

（私の仕事）

④備考
 (災害派遣、育休等）

（上司との⾯談）

⾯談⽇ ⾯談⽇ ⾯談⽇ 備考

（再掲：県採⽤前
経験年数）

⽒名

①仕事内容
（事務分掌）

②今年特にがんばりたいこと、
 伸ばしたい能⼒等

③やり遂げた仕事とその背景(要因）等

⾯談内容 ⾯談内容 ⾯談内容

年齢

所属

保健師経験年数

職名
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【様式２】キャリアレベル 

 

 

 

【様式３】研修受講歴（県内研修） 

 

 

 

※⾊付きセルはプルダウン⼊⼒
３ 事業化･施
策化のための
活動

１−１ １−２ ２−１ ２−２ ２−３ ３−１ ４−１ ４−２ ５−１ ５−２ ５−３

4⽉※
（前年度)

（ ）⽉

4⽉※
（前年度)

（ ）⽉

4⽉※
（前年度)

（ ）⽉

4⽉※
（前年度)

（ ）⽉

4⽉※
（前年度)

（ ）⽉

※ 前年度1⽉実施者は前年度の結果を、前年度1⽉未実施者は当該年度4⽉の結果を記⼊する。

１
．
政
策
策
定
と
評
価

地
域
診
断
･
地
区
活
動

地
域
組
織
活
動

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

情
報
管
理

⼈
材
育
成

の
対
応

健
康
危
機
管
理
発
⽣
時

基
づ
く
事
業
･
施
策
評
価

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に

２
．
危
機
管
理

３
．
⼈
事
管
理

年度

年度

６
 
保
健
師
の
活
動
基
盤

総
合
評
価

管理的活動
※Ａ−３以上かつ
主査級以上は
こちらも記⼊

総
合
評
価

個
⼈
及
び
家
族
へ
の
⽀
援

集
団
へ
の
⽀
援

年度

年度

年度

保
健
師
の
活
動
領
域

１ 対⼈⽀援活動 ２ 地域⽀援活動 ４ 健康危機管理に
 関する活動 ５ 管理的活動

事
業
化
･
施
策
化

体
制
整
備

健
康
危
機
管
理
の

キャリアレベル
または活動領域 研修名 公費/⾃費 受講年⽉⽇ 備考(内容・講師・印象に残ったこと等）

A-1 新任保健師等保健指導研修(A-1）

A-2 新任保健師等保健指導研修(A-2）

A-3 公衆衛⽣看護指導者研修

A-3〜A-4 地域保健活動推進技術研修
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【様式４】研修受講歴（県外研修） 

 

 

【様式５】研究発表・論文投稿等 

 

 

【報告様式】キャリアレベル報告様式

主催 研修名 公費/⾃費 受講年⽉⽇ 備考(内容・講師・印象に残ったこと等）

学会名/雑誌名 発表者/
共同研究者

テーマ 発表年⽉⽇
査読の
有無

備考

年度 所属
※各保健師 → ⾯談者 → 統括保健師等（4⽉末提出） → 本庁統括保健師(5⽉末提出）

３ 事業化･
施策化のた
めの活動

１−１ １−２ ２−１ ２−２ ２−３ ３−１ ４−１ ４−２ ５−１ ５−２ ５−３

へ
の
⽀
援

個
⼈
及
び
家
族

集
団
へ
の
⽀
援

地
区
活
動

地
域
診
断

地
域
組
織
活
動

の
構
築

ケ
ア
シ
ス
テ
ム

事
業
化
･
施
策
化

体
制
整
備

健
康
危
機
管
理
の

の
対
応

健
康
危
機
発
⽣
時

基
づ
く
事
業
･
施
策
評
価

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に

情
報
管
理

⼈
材
育
成

１
 
政
策
策
定
と
評
価

２
 
危
機
管
理

３
 
⼈
事
管
理

4⽉※
（前年度)

1 A-2 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-2 A-1 A-1 A-1 A-1 対象外 対象外 対象外 対象外

※記⼊例：1年⽬（満0年）→0年、2年⽬（満1年）→1年
送付先：毎年5⽉末までに、本庁統括保健師個⼈メールへ（パスワード設定を⾏う）

⽒名

保
健
師
の
実
務
期
間

︵
○
年
：
⻑
期
休
暇
期
間
は
除
く
︶

１ 対⼈⽀援活動 ２ 地域⽀援活動

総
合
評
価

４ 健康危機管理
に関する活動

５ 管理的活動
６
 
保
健
師
の
活
動
基
盤

総
合
評
価

管理的活動
※A-3以上かつ
主査級以上は
こちらも記⼊
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県
保
健
師
人
材
育
成
サ
ポ
ー
ト
要
領

 

  １
 
趣
旨
 

 
 
「
愛
知
県

保
健
師

の
保

健
活

動
指

針
（

平
成

27
年

3
月

）
」
に

お
い

て
、
県

保
健

師
が

め
ざ

す
姿

を
「

す

べ
て

の
県

民
が

生
涯
を

通
じ

て
、
健

康
で

い
き

い
き

と
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

す
」
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

「
公

衆
衛

生
の

視
点

で
地

域
を

総
合

的
に

捉
え

、
自

分
で

考
え

実
践

で
き

る
保

健
師

」
と

し
て

い
る

。
こ

の
要

領
は

、
県

保
健

師
の

め
ざ

す
姿

の
実

現
に

向
け

、
「

あ
い

ち
人

材
育

成
ビ

ジ
ョ

ン
（

改
訂

版
）
（

平
成

2
4
年

3
月

）」
及
び
「

愛
知

県
保

健
師

人
材

育
成

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
（

平
成

3
1
年

3
月

）
」
に

基
づ

き
、
個

々

の
保

健
師

の
専

門
職

と
し

て
の

主
体

的
な

能
力

開
発

を
組

織
と

し
て

サ
ポ

ー
ト

す
る

体
制

を
明

確
に

す
る

も
の

で
あ

る
。
 

 ２
 
対
象
 

 
 
愛
知

県
職

員
で
あ

る
保

健
師

。
た

だ
し

、
休

業
（

部
分

休
業

を
除

く
。
）
中

の
職

員
、
再

任
用

職
員

、
一

般
職

非
常

勤
職

員
、

臨
時

的
任

用
職

員
、

任
期

付
採

用
職

員
、

育
児

短
時

間
勤

務
に

伴
う

短
時

間
勤

務
職

員
を

除
く

。
 

 ３
 
保
健

師
に

お
け
る

３
つ

の
人

材
育

成
ツ

ー
ル

 

 
 

県
保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

能
力

を
整

理
し

、
個

々
の

保
健

師
の

能
力

の
獲

得
状

況
に

応
じ

て
、

主
体

的

な
能

力
開

発
を

サ
ポ
ー

ト
す

る
た

め
の

ツ
ー

ル
を

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
（

１
）

県
保

健
師
の

キ
ャ

リ
ア

ラ
ダ

ー
 

 
 
 

 
平
成

2
8
年

3
月
に

厚
生

労
働

省
か

ら
公

表
さ

れ
た
「

保
健

師
に

係
る

研
修

の
あ

り
方

等
に

関
す

る

検
討

会
最

終
取

り
ま

と
め

～
自

治
体

保
健

師
の

人
材

育
成

体
制

構
築

の
推

進
に

向
け

て
～

」
で

は
、

保
健

師
が

実
践

す
る

活
動

領
域

ご
と

に
求

め
ら

れ
る

能
力

を
段

階
別

に
整

理
し

た
「

自
治

体
保

健
師

の
標

準
的

な
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

」
が

示
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
に

つ
い

て
、

本
県

の
実

情
に

合
わ

せ
て

一
部

改
変

し
「

県
保

健
師

の
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

」
（

以
下

「
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

」
と

い
う

。
）

と
す

る

（
別
添

1
）。

 

な
お
、
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

の
う

ち
保

健
師

の
専

門
的

能
力

に
つ

い
て

は
、
「

A
専

門
的

能
力

に
係

る

キ
ャ
リ
ア

ラ
ダ

ー
」
と

し
て

、
保

健
師

が
実

践
す

る
活

動
を

６
領

域
に

分
け

、
各

領
域

に
求

め
ら

れ
る

能
力
を
５

段
階

（
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

A
-
1
～

A-
5
）

で
区

分
す

る
。

な
お

、
各

領
域

に
求

め
ら

れ
る

能

力
の

獲
得

状
況

を
測

る
ツ

ー
ル

と
し

て
、
「

愛
知

県
保

健
活

動
到

達
状

況
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」
（

以

下
「
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」
と

い
う

。
）（

別
添

2
）
を

用
い

、
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

概
ね

A
-
3
ま

で
の

保
健

師
に
つ
い

て
は

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
活

用
し

、
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

を
確

認
す

る
。

 

ま
た
、
管

理
職

保
健

師
に

求
め

ら
れ

る
能

力
に

つ
い

て
は

、
「

B
管

理
職

保
健

師
に

求
め

ら
れ

る
能

力
に
係
る

キ
ャ

リ
ア

ラ
ダ

ー
」
と

し
て

、
求

め
ら

れ
る

能
力

を
４

段
階
（

キ
ャ

リ
ア

レ
ベ

ル
B
-
1
～

B
-

4
）
で

区
分
す
る

。
こ
れ

は
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

A
-
3
以

上
か

つ
主

査
級

以
上

の
者

が
用

い
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（

２
）

県
保

健
師
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

 

 
 

 
 

キ
ャ

リ
ア

ラ
ダ

ー
に

示
さ

れ
た

能
力

を
積

み
上

げ
る

た
め

の
業

務
経

験
、

O
J
T
（

職
場

内
研

修
）
、

o
f
f
-J
T（

職
場

外
研

修
）
、
自

己
啓

発
等

の
道

筋
を

可
視

化
し

た
も

の
を
「

県
保

健
師

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
」（

以
下
「

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

」
と
い

う
。
）（

別
添

3
）
と

し
、「

あ
い
ち

人
材
育

成
ビ

ジ
ョ
ン

」
に

基

づ
く

「
専

門
職

種
の

キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
ガ

イ
ド
」

の
中

に
、
保

健
師

の
キ
ャ

リ
ア

パ
ス
と

し
て

位
置
 

付
け

る
。

 

 
（

３
）

県
保

健
師

の
キ

ャ
リ

ア
ノ

ー
ト
 

 
 

 
 

個
々

の
保

健
師

が
能

力
の

獲
得

状
況

と
自

ら
伸

ば
し

た
い

能
力

の
他

、
業

務
経

験
、

研
修

受
講

歴

等
を

記
録

し
、

そ
れ

ら
を

通
し

て
獲

得
し

た
能

力
を

自
ら

確
認

す
る

自
己

管
理

ツ
ー

ル
を

「
県

保
健

師
の

キ
ャ

リ
ア

ノ
ー

ト
」（

以
下
「

キ
ャ
リ

ア
ノ
ー

ト
」
と
い

う
。
）（

別
添

4
）
と

し
、
上
司
等

と
の

面
談

で
共

有
し

、
本

人
及
び

組
織
の

人
材

育
成
計

画
に

反
映
さ

せ
る

。
 

 ４
 
3
つ

の
人

材
育

成
ツ

ー
ル

の
活

用
時

期
と
方

法
 

 
 
３

の
（

１
）

か
ら

（
３

）
ま
で

に
掲

げ
る

3
つ
の

人
材
育

成
ツ

ー
ル
は

、
ス

タ
ー
テ

ィ
ン

グ
ヒ
ア
リ
ン

グ
や

人
事

評
価

面
談

の
時

期
に

合
わ

せ
て

、
次
の

と
お

り
活
用

す
る

。
 

①
 各

保
健

師
は

、
毎

年
度

4
月
、
キ
ャ
リ
ア

ラ
ダ
ー
（
必

要
に
応

じ
て

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
を

活
用
）
で

能
力

獲
得

状
況

及
び

キ
ャ
リ

ア
レ
ベ

ル
を

確
認
し

、
キ

ャ
リ
ア

ノ
ー

ト
様
式

2
に

記
入
す

る
。
そ
の

上
で

、
仕

事
内

容
、

目
標

（
今

年
特

に
が

ん
ば

り
た

い
こ

と
、

伸
ば

し
た

い
能

力
等

）
を

設
定

し
、

キ
ャ

リ
ア

ノ
ー

ト
様

式
1
に

記
入
す

る
。
な
お

、
前

年
度

末
に
キ

ャ
リ

ア
レ
ベ

ル
を

確
認
し

た
者
は
、

前
年

度
末

の
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル
を
用

い
る

。
 

②
 上

司
（

面
談

者
）
は

、
ス
タ

ー
テ
ィ

ン
グ

ヒ
ア
リ

ン
グ

又
は
そ

の
時

期
に
合

わ
せ

て
、
各
保
健

師
と

面
談

し
、
キ

ャ
リ

ア
ノ

ー
ト

を
用
い

て
、
能

力
獲
得
状

況
、
キ
ャ
リ

ア
レ
ベ

ル
及

び
目
標

を
双

方
で

確
認

す
る

。
上

司
（

面
談

者
）
は
必
要
な

助
言
を

行
う

と
と
も

に
、
キ

ャ
リ
ア
パ

ス
も
参

考
に

各
保

健
師

の
能

力
獲

得
と

目
標

達
成
に
向

け
た

O
J
T
や

研
修

計
画
に

活
用

す
る
。

ま
た

、
各
保

健
師
は
、

上
司

と
の

面
談

内
容

を
キ

ャ
リ
ア
ノ

ー
ト

様
式

1
に
記

入
す
る

。
 

③
 各

保
健

師
は

、
毎

年
度

1
月

頃
、
4
月
か

ら
の
活

動
を

振
り
返

り
、
能
力
獲

得
状

況
、
キ

ャ
リ
ア
ラ

ダ
ー
（

必
要

に
応

じ
て

チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト

を
活
用
）
で

キ
ャ
リ

ア
レ

ベ
ル
を

確
認

し
、
キ
ャ
リ

ア
ノ

ー
ト

様
式

2
に

記
入

す
る

。
併

せ
て
、
目

標
の
達

成
状

況
（
や
り
遂

げ
た
仕

事
と

そ
の
背

景
等
）
を

確
認

し
、

キ
ャ

リ
ア

ノ
ー

ト
様
式

1
に
記

入
す
る

。
 

④
 上

司
（

面
談

者
）
は

、
人
事

評
価
面

談
又

は
そ
の

時
期

に
合
わ

せ
て
、
各

保
健
師

と
面
談

し
、
キ
ャ

リ
ア

ノ
ー

ト
を

用
い

て
、
能

力
獲
得

状
況

、
キ

ャ
リ
ア

レ
ベ
ル

及
び

目
標
の

達
成

状
況
等

を
双
方
で

確
認

す
る

。
上

司
（

面
談

者
）
は
必
要
な

助
言
を

行
う

と
と
も

に
、
次

年
度
の
人

材
育
成

計
画

や
所

属
で

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
等

に
活
用
す

る
。
ま

た
、
各
保

健
師
は
、
上

司
と
の

面
談

の
状
況

を
キ

ャ
リ

ア
ノ

ー
ト

様
式

1
に

記
入

す
る
。
 

上
記

の
他

、
各

保
健

師
の

能
力

の
成

長
過

程
を

確
認

し
、

目
標

の
修

正
や

人
材

育
成

計
画

の
修

正
等

を

行
う

た
め

、
中

間
面

談
（

1
0
月
頃
）

を
行

う
こ
と

も
よ

い
。
 

ま
た

、
キ

ャ
リ

ア
ノ

ー
ト

様
式

3
～

5
は
、

各
保
健

師
が

随
時
記

入
し

、
活
用

す
る

。
 

な
お

、
面

談
す

る
上

司
は

、
表

1
及

び
表

2
の
と

お
り

と
す
る

。
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表
1 

保
健

所
 

人
事

評
価

の
一

次
評

価
者

 
面

談
者
 

面
談
時
期
 

保
健

師
 

一
次
評
価

者
 

4
月
、

1
月
頃

※
1
 

他
職

種
 

保
健
所
統

括
保

健
師

※
1  

 
 

※
1
 
保

健
所
統
括

保
健

師
が
課
長

補
佐

の
場
合
、

同
じ

職
位
の
者

は
保

健
所
統
括

保
健

師
の
面
談

を
受

け
ず
、
保

健
所

統
括
保
健
師
と
と
も
に
、
年

1
回
、
本
庁
統
括
保
健
師
と
面
談
す
る
。
面
談
時
期
は
相
互
に
調
整
の
上
、
決
定
す
る
。

 

  
表

2
 

そ
の

他
の
所

属
 

人
事

評
価

の
 

一
次

又
は

二
次

評
価

者
 

面
談
者
 

面
談
時
期
 

保
健

師
 

一
次
又
は

二
次

評
価
者
 

4
月
、

1
月
頃
 

他
職

種
 

本
庁
統
括

保
健

師
 

年
1
回

※
2  

 
 

※
2
 
面
談
時
期
は
相
互
に
調
整
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
 

 
 

５
 
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

の
管

理
及
び

活
用
 

 
（

１
）

統
括

保
健

師
等

※
3
が

い
る
所
属

の
各
保

健
師

は
、
毎

年
度

4
月
末

ま
で

に
報
告

様
式

（
キ
ャ
リ
ア

レ
ベ

ル
報

告
様

式
）

に
つ

い
て

、
面

談
者

を
通

じ
て

統
括

保
健

師
等

へ
メ

ー
ル

で
提

出
す

る
。

統
括

保
健

師
等

が
い

な
い

所
属
（
一

人
配
置
等
）
に
お
い
て

は
、
各
自
で

報
告
様

式
（
キ

ャ
リ
ア
レ

ベ
ル
報

告
様

式
）
を

毎
年

度
5
月

末
ま
で
に

本
庁

統
括
保

健
師

に
メ
ー

ル
で

提
出
す

る
。
メ

ー
ル
送
信

の
際
、

必
ず

パ
ス

ワ
ー

ド
を

設
定
す

る
こ
と

と
す

る
。
 

（
２

）
統

括
保

健
師

等
は

、
各

保
健

師
か

ら
提
出

さ
れ

た
報
告

様
式
（
キ
ャ

リ
ア

レ
ベ
ル

報
告
様
式
）
と
自

身
の

キ
ャ

リ
ア

レ
ベ

ル
を

と
り

ま
と

め
、

5
月

末
ま

で
に

本
庁

統
括

保
健

師
に

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

と
と

も
に

、
厳

重
に

管
理

し
、

各
保

健
師

の
過

去
の

配
属

部
署

や
担

当
業

務
、

キ
ャ

リ
ア

レ
ベ

ル
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
事

務
分
掌
や

人
材

育
成
計

画
に

活
用
す

る
。
 

 
（

３
）
本

庁
統

括
保

健
師

は
、
提
出
さ

れ
た
報

告
様

式
（
キ
ャ
リ

ア
レ
ベ

ル
報

告
様
式
）
を

人
員
配

置
や

研

修
派

遣
計

画
等

に
活

用
す
る

。
 

 
（

４
）
本

庁
保

健
師

所
管

課
は

、
本
庁

統
括
保

健
師

か
ら
報

告
様

式
（
キ
ャ
リ

ア
レ
ベ

ル
報

告
様
式
）
の

氏

名
を

削
除

し
た

デ
ー

タ
の

提
供

を
受

け
、

県
保

健
師

全
体

の
能

力
の

獲
得

状
況

等
を

分
析

し
、

人
材

育
成

に
活

用
す

る
。

 
※

3
保

健
所

統
括

保
健

師
及

び
保

健
所

以
外

の
保

健
師

複
数

配
置

所
属

に
お

け
る

班
長

以
上

の
最

も
職

位

の
高

い
保

健
師

を
「

統
括

保
健
師
等

」
と

い
う
。
 

 ６
 
そ

の
他

 

 
 

本
庁

保
健

師
所

管
課

は
、

毎
年

度
、

人
材

育
成

推
進

状
況

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
及

び
評

価
を

行
い

、
必

要

に
応

じ
、

キ
ャ

リ
ア

ラ
ダ

ー
及

び
キ

ャ
リ

ア
パ
ス

を
見

直
す
こ

と
と

す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

領
は

、
平

成
3
1
年

4
月

1
日
か

ら
施
行

す
る

。
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 市

町
村

保
健

師
の

人
材

育
成

体
制

の
構

築
に

関
す

る
支

援
ポ

イ
ン

ト
（

案
）

に
つ

い
て

 

 

一
般

的
に

専
門

職
と

は
、
高

度
な

専
門

知
識

や
技

能
を

有
す

る
職

を
指

し
、
資

格
認

定
等

に
よ

っ
て

そ
の

職
の

専
門

性
へ

の
社

会
的

認
知

を
含

む
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。
保

健
師

は
国

家
資

格
を

有
す

る
専

門
職

で
あ

る
が

、
そ

れ
だ

け
で

は
保

健
師

と
し

て
の

実
践

能
力

は
不

十
分

で
あ

り
、

O
J
T

と
O
f
f
-J

T

を
合

わ
せ

た
研

修
や

自
己

研
鑽

が
必

要
で

あ
る

。
 

保
健

師
に

お
け

る
人

材
育

成
や

専
門

性
の

評
価

は
、
こ

れ
ま

で
保

健
師

の
経

験
年

数
を

基
軸

に
考

え

ら
れ

て
き

た
歴

史
が

あ
る

。
し

か
し

近
年

、
保

健
師

の
養

成
課

程
が

多
様

化
し

た
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

一
律

に
経

験
年

数
で

は
能

力
が

提
示

で
き

な
い

現
実

が
あ

る
。
「

保
健

師
の

研
修

の
あ

り
方

等
に

関
す

る
検

討
会

最
終

と
り

ま
と

め
」
に

お
い

て
「

自
治

体
保

健
師

の
標

準
的

な
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

」
及

び
「

自

治
体

保
健

師
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
」（

厚
生

労
働

省
,
2
0
1
6
）
が

示
さ

れ
た

こ
と

で
、
個

々
の

保
健

師
の

目
標

や
能

力
の

獲
得

状
況

、
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

等
の

多
様

性
に

応
じ

た
効

果
的

な
人

材
育

成

を
推

進
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

て
い

る
。

 

現
在

、
都

道
府

県
で

は
、

保
健

師
の

人
材

育
成

計
画

の
見

直
し

を
始

め
る

動
き

が
み

ら
れ

て
い

る
。

一
方

、
市

町
村

か
ら

は
「

ぜ
ひ

市
独

自
の

人
材

育
成

計
画

を
作

っ
て

み
た

い
」
「

町
で

も
独

自
の

人
材

育
成

計
画

を
作

っ
て

い
き

た
い

が
、

作
成

の
イ

メ
ー

ジ
が

難
し

い
」

な
ど

の
声

が
聞

か
れ

て
い

る
。

 

保
健

所
に

は
市

町
村

保
健

師
の

人
材

育
成

を
支

援
す

る
役

割
が

期
待

さ
れ

て
お

り
、
こ

の
点

に
つ

い

て
「

地
域

に
お

け
る

保
健

師
の

保
健

活
動

に
つ

い
て

」
（

平
成

2
5
年

4
月

1
9
日

健
発

04
1
9
第

１
号

）

に
示

さ
れ

て
い

る
。
そ

の
た

め
、
市

町
村

の
人

材
育

成
計

画
の

策
定

を
支

援
す

る
都

道
府

県
（

保
健

所
）

保
健

師
の

支
援

の
た

め
の

ツ
ー

ル
の

一
つ

と
な

る
こ

と
を

期
待

し
、
本

支
援

ポ
イ

ン
ト
（

案
）
を

作
成

し
た

。
市

町
村

へ
支

援
を

行
う

際
は

、
各

市
町

村
の

特
徴

や
考

え
方

、
保

健
師

の
人

数
や

構
成

等
に
よ

り
、
そ

の
配

慮
や

工
夫

点
は

異
な

る
。
本

支
援

ポ
イ

ン
ト

案
は

、
市

町
村

に
お

け
る

保
健

師
の

人
材
育

成
計

画
策

定
へ

の
柔

軟
な

支
援

へ
の

参
考

と
な

る
と

考
え

る
。

 

 

          

 

 
 2
.
市

町
村

保
健

師
の

人
材

育
成

体
制

の
構

築
支

援
に

関
す

る
具

体
的

な
支

援
ポ

イ
ン

ト
（

案
）

 

       
 

Ⅰ 自組織の組織及び保健師活動の実態を把握する
1.組織の診断を行い、保健師の人材育成に関する課題や困難を把握する

2.望ましい保健師活動について言語化し、人材育成計画策定に向けた準備
をする

Ⅱ  保健師の人材育成計画の策定に関する組織の理解と合意を得る
1.キャリアラダーやキャリアパスを理解する

2.保健師の人材育成計画策定に関し、組織の合意を得る

Ⅲ  保健師に求められる能力と実態の差を明らかにする
1.保健師に求められているニーズを明らかにする
2.求められているニーズに応える能力の実態を明らかにする
3.保健師に求められているニーズと能力の実態の差を明らかにする

Ⅳ 保健師の人材育成計画を立案し活用する
1.自治体における保健師の人材育成計画を作成する
2.人材育成計画の活用を検討する

市町村保健師の人材育成体制の構築に関する支援ポイント（案）
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Ⅰ 自組織の組織及び保健師活動の実態を把握する

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.組織診断※を行い、保健師の人材育成に関する
課題や困難を把握する

○市町村における保健師の人数や職位等の実
態を把握する

（保健師数及び配置、年齢構成、職位、休職の状
況、異動、採用の状況、統括保健師の配置等）

○保健師の体制に関する偏りや傾向を分析する
○保健師の人材育成に関する予算等を把握する
○保健所等との連携や協働の実態を把握する

○市町村における組織の実態を把握する
（組織の人材育成等の指針、首長等の考え、組織

の人員、他職種（専門職）の人材育成の状況)
○人材育成計画を策定するにあったっての組織に

おけるキーパーソンを把握する

2.目指すべき保健師活動について言語化し、人材
育成計画策定に向けた意識を共有する

○目指すべき保健師活動に向けて困難点を表出
し、望ましい人材育成の方向を共有する。

○保健師の人材育成計画を策定（見直し）する
という意識を共有する

※組織診断：一人ひとりがどのような意識、満足度、動機付けの状況にあるか、それらからなる
組織や職場がどのように機能しているか、さらにそれらの機能を発揮し、相互に連携しながらど
のように組織が健全に運営され、望ましい成果を産み出しているかの現状を多面的に診断する
こと。

・市町村の保健師活動の体制がどのようになっているのかを、言語化でき
るように促す。
・保健師の構成や配置、異動の実態なども踏まえ、保健師間で活動の課題
や困難感、悩みを言語化できるように促す。
・組織の特徴や風土、保健師の人材育成を取り巻く状況や人材育成の課題
や困難点を総合的に、市町村の統括保健師等をはじめとするコアメンバー
と共有できるようにする。

・委託業務を含めすべての活動の質を担保するには、PDCAサイクルを展
開させ、地域の情報や活動の目的が明確であることが必要である。その
ため実施されている事業の目的とアウトカムが一致しているかを、市町
村保健師と共に確認・共有する。
・市町村独自では把握しづらい保健師活動の強みなどに関する情報を提
供する（他県や他市町村の状況、情報のフィーバック、ベンチマーク）。

・組織の中において誰が、専門職の人材育成に関与しているのかを市町村
の統括保健師と共に共有する。
・理解や協力を得ることが必要な保健師以外のキーパーソンを把握し、そ
のキーパーソンの考えを市町村の統括保健師等と共有できるようにする。
・市町村において外部機関が何ができるのか（何が促進要因となるのか）
を、市町村の統括保健師等と検討する。

・市町村保健師が能動的に人材育成計画作成に取り組めるよう、キャリア
ラダーを取り入れて人材育成を進めている自治体のメリットや成果などの
情報を提供する。
・保健師数や構成に変化が生じる場面（新人保健師の採用や保健師の退職等）

を、人材育成の体制を見直す契機とできるように配慮する。

 

 
        

 
 

Ⅱ  保健師の人材育成計画の策定に関する組織の理解と合意を得る

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.キャリアラダーやキャリアパスを理解する
○キャリアラダーやキャリアパスの意義や
その内容を理解する。

2.保健師の人材育成計画策定に関し、組織の合意
を得る
○保健師間において保健師の人材育成計画の
策定（見直し）を決定する。

○市町村長や人事部門や保健師配属部門を総括
する上司などに、保健師の人材育成計画の策
定に関する協力や合意を得る。

○保健師の人材育成計画の策定にあたり、外部
関係機関にも働きかけ、協力を得る。

・自治体保健師の標準的なキャリアラダーについて、キャリアラダーが発出された
意味や、各レベルに応じて求められる能力の意味を、自分たちの活動にあてはめ
た時、どのように捉えられるのかを共有するよう促す。

→例：個人により捉え方が異なりやすい言葉の解釈・意味の整理などを行う。
→例：A１～A5、B1～B4はどのような保健師なのか、何ができる保健師なのかを

話し合えるようにする

・一律にキャリアラダーを説明するのではなく、「市町村の課題解決に、ラダーの活
用が可能か」などの声かけ等、ラダーを「活用したいと思える内容（場面）」を想起さ
せる。

→例：キャリアラダーの活用（意味の共有）に関する勉強会を保健所単位で実施

・市町村においてどのようなレベル等の保健師が、どのような部署に配置されてい
るのが望ましいのか、そしてどのような異動が望ましいかを言語化を促し、キャリア
パスのイメージの形成をはかる。

・保健師の人材育成計画の策定目的や目標が、計画内に明文化できるように支援
する。
→例：キャリアラダーを取り入れるだけであったり、キャリアパスのみを作成する
のではなく、保健師の人材育成計画となるように策定の目的や目標を明文化

・都道府県などの人材育成に関する検討会で議論された内容については、市町村
の統括保健師等が復命すると共に、交された様々な市町村からの意見などにつ
いても口頭で報告するなどし、人材育成の動きを伝える。

・県内外の市町村での人材育成計画策定の動きなどについても情報を提供する。

・人事部門担当者等の理解を促すため、計画策定（見直し）作業の開始段階か
ら他職種へ検討会等への参加や協力を求めるように市町村の統括保健師等と
共有する。

・市町村において保健所などの外部機関が何ができるのか（何が理解を促す要
因となるのか）を、市町村の統括保健師等と検討する。

・関係機関（想定される外部機関：市町村保健師協議会、保健師長会、看護協会、大学等

の教育機関、保健所長会等）への期待を明確にするように促す
→例：人材育成計画の策定に引き続き、研修の企画や実施でも協力を求める

・人材育成計画の策定以外でも、日常から関係機関と市町村が交流できる場や
意見交換の場を設定する。

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】
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 市

町
村

保
健

師
の

人
材

育
成

体
制

の
構

築
に

関
す

る
支

援
ポ

イ
ン

ト
（

案
）

に
つ

い
て

 

 

一
般

的
に

専
門

職
と

は
、
高

度
な

専
門

知
識

や
技

能
を

有
す

る
職

を
指

し
、
資

格
認

定
等

に
よ

っ
て

そ
の

職
の

専
門

性
へ

の
社

会
的

認
知

を
含

む
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。
保

健
師

は
国

家
資

格
を

有
す

る
専

門
職

で
あ

る
が

、
そ

れ
だ

け
で

は
保

健
師

と
し

て
の

実
践

能
力

は
不

十
分

で
あ

り
、

O
J
T

と
O
f
f
-J

T

を
合

わ
せ

た
研

修
や

自
己

研
鑽

が
必

要
で

あ
る

。
 

保
健

師
に

お
け

る
人

材
育

成
や

専
門

性
の

評
価

は
、
こ

れ
ま

で
保

健
師

の
経

験
年

数
を

基
軸

に
考

え

ら
れ

て
き

た
歴

史
が

あ
る

。
し

か
し

近
年

、
保

健
師

の
養

成
課

程
が

多
様

化
し

た
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

一
律

に
経

験
年

数
で

は
能

力
が

提
示

で
き

な
い

現
実

が
あ

る
。
「

保
健

師
の

研
修

の
あ

り
方

等
に

関
す

る
検

討
会

最
終

と
り

ま
と

め
」
に

お
い

て
「

自
治

体
保

健
師

の
標

準
的

な
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

」
及

び
「

自

治
体

保
健

師
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
」（

厚
生

労
働

省
,
2
0
1
6
）
が

示
さ

れ
た

こ
と

で
、
個

々
の

保
健

師
の

目
標

や
能

力
の

獲
得

状
況

、
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

等
の

多
様

性
に

応
じ

た
効

果
的

な
人

材
育

成

を
推

進
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

て
い

る
。

 

現
在

、
都

道
府

県
で

は
、

保
健

師
の

人
材

育
成

計
画

の
見

直
し

を
始

め
る

動
き

が
み

ら
れ

て
い

る
。

一
方

、
市

町
村

か
ら

は
「

ぜ
ひ

市
独

自
の

人
材

育
成

計
画

を
作

っ
て

み
た

い
」
「

町
で

も
独

自
の

人
材

育
成

計
画

を
作

っ
て

い
き

た
い

が
、

作
成

の
イ

メ
ー

ジ
が

難
し

い
」

な
ど

の
声

が
聞

か
れ

て
い

る
。

 

保
健

所
に

は
市

町
村

保
健

師
の

人
材

育
成

を
支

援
す

る
役

割
が

期
待

さ
れ

て
お

り
、
こ

の
点

に
つ

い

て
「

地
域

に
お

け
る

保
健

師
の

保
健

活
動

に
つ

い
て

」
（

平
成

2
5
年

4
月

1
9
日

健
発

04
1
9
第

１
号

）

に
示

さ
れ

て
い

る
。
そ

の
た

め
、
市

町
村

の
人

材
育

成
計

画
の

策
定

を
支

援
す

る
都

道
府

県
（

保
健

所
）

保
健

師
の

支
援

の
た

め
の

ツ
ー

ル
の

一
つ

と
な

る
こ

と
を

期
待

し
、
本

支
援

ポ
イ

ン
ト
（

案
）
を

作
成

し
た

。
市

町
村

へ
支

援
を

行
う

際
は

、
各

市
町

村
の

特
徴

や
考

え
方

、
保

健
師

の
人

数
や

構
成

等
に
よ

り
、
そ

の
配

慮
や

工
夫

点
は

異
な

る
。
本

支
援

ポ
イ

ン
ト

案
は

、
市

町
村

に
お

け
る

保
健

師
の

人
材
育

成
計

画
策

定
へ

の
柔

軟
な

支
援

へ
の

参
考

と
な

る
と

考
え

る
。

 

 

          

1
4
6
4
1
4
 
市

町
村

保
健

師
.
i
n
d
d
 
 
 
1
9

2
0
1
8
/
0
3
/
1
7
 
 
 
1
1
:
5
2
:
3
4

79



 

 
   

 

Ⅰ 自組織の組織及び保健師活動の実態を把握する

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.組織診断※を行い、保健師の人材育成に関する
課題や困難を把握する

○市町村における保健師の人数や職位等の実
態を把握する

（保健師数及び配置、年齢構成、職位、休職の状
況、異動、採用の状況、統括保健師の配置等）

○保健師の体制に関する偏りや傾向を分析する
○保健師の人材育成に関する予算等を把握する
○保健所等との連携や協働の実態を把握する

○市町村における組織の実態を把握する
（組織の人材育成等の指針、首長等の考え、組織

の人員、他職種（専門職）の人材育成の状況)
○人材育成計画を策定するにあったっての組織に

おけるキーパーソンを把握する

2.目指すべき保健師活動について言語化し、人材
育成計画策定に向けた意識を共有する

○目指すべき保健師活動に向けて困難点を表出
し、望ましい人材育成の方向を共有する。

○保健師の人材育成計画を策定（見直し）する
という意識を共有する

※組織診断：一人ひとりがどのような意識、満足度、動機付けの状況にあるか、それらからなる
組織や職場がどのように機能しているか、さらにそれらの機能を発揮し、相互に連携しながらど
のように組織が健全に運営され、望ましい成果を産み出しているかの現状を多面的に診断する
こと。

・市町村の保健師活動の体制がどのようになっているのかを、言語化でき
るように促す。
・保健師の構成や配置、異動の実態なども踏まえ、保健師間で活動の課題
や困難感、悩みを言語化できるように促す。
・組織の特徴や風土、保健師の人材育成を取り巻く状況や人材育成の課題
や困難点を総合的に、市町村の統括保健師等をはじめとするコアメンバー
と共有できるようにする。

・委託業務を含めすべての活動の質を担保するには、PDCAサイクルを展
開させ、地域の情報や活動の目的が明確であることが必要である。その
ため実施されている事業の目的とアウトカムが一致しているかを、市町
村保健師と共に確認・共有する。
・市町村独自では把握しづらい保健師活動の強みなどに関する情報を提
供する（他県や他市町村の状況、情報のフィーバック、ベンチマーク）。

・組織の中において誰が、専門職の人材育成に関与しているのかを市町村
の統括保健師と共に共有する。
・理解や協力を得ることが必要な保健師以外のキーパーソンを把握し、そ
のキーパーソンの考えを市町村の統括保健師等と共有できるようにする。
・市町村において外部機関が何ができるのか（何が促進要因となるのか）
を、市町村の統括保健師等と検討する。

・市町村保健師が能動的に人材育成計画作成に取り組めるよう、キャリア
ラダーを取り入れて人材育成を進めている自治体のメリットや成果などの
情報を提供する。
・保健師数や構成に変化が生じる場面（新人保健師の採用や保健師の退職等）

を、人材育成の体制を見直す契機とできるように配慮する。

 

 
        

 
 

Ⅱ  保健師の人材育成計画の策定に関する組織の理解と合意を得る

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.キャリアラダーやキャリアパスを理解する
○キャリアラダーやキャリアパスの意義や
その内容を理解する。

2.保健師の人材育成計画策定に関し、組織の合意
を得る
○保健師間において保健師の人材育成計画の
策定（見直し）を決定する。

○市町村長や人事部門や保健師配属部門を総括
する上司などに、保健師の人材育成計画の策
定に関する協力や合意を得る。

○保健師の人材育成計画の策定にあたり、外部
関係機関にも働きかけ、協力を得る。

・自治体保健師の標準的なキャリアラダーについて、キャリアラダーが発出された
意味や、各レベルに応じて求められる能力の意味を、自分たちの活動にあてはめ
た時、どのように捉えられるのかを共有するよう促す。

→例：個人により捉え方が異なりやすい言葉の解釈・意味の整理などを行う。
→例：A１～A5、B1～B4はどのような保健師なのか、何ができる保健師なのかを

話し合えるようにする

・一律にキャリアラダーを説明するのではなく、「市町村の課題解決に、ラダーの活
用が可能か」などの声かけ等、ラダーを「活用したいと思える内容（場面）」を想起さ
せる。

→例：キャリアラダーの活用（意味の共有）に関する勉強会を保健所単位で実施

・市町村においてどのようなレベル等の保健師が、どのような部署に配置されてい
るのが望ましいのか、そしてどのような異動が望ましいかを言語化を促し、キャリア
パスのイメージの形成をはかる。

・保健師の人材育成計画の策定目的や目標が、計画内に明文化できるように支援
する。
→例：キャリアラダーを取り入れるだけであったり、キャリアパスのみを作成する
のではなく、保健師の人材育成計画となるように策定の目的や目標を明文化

・都道府県などの人材育成に関する検討会で議論された内容については、市町村
の統括保健師等が復命すると共に、交された様々な市町村からの意見などにつ
いても口頭で報告するなどし、人材育成の動きを伝える。

・県内外の市町村での人材育成計画策定の動きなどについても情報を提供する。

・人事部門担当者等の理解を促すため、計画策定（見直し）作業の開始段階か
ら他職種へ検討会等への参加や協力を求めるように市町村の統括保健師等と
共有する。

・市町村において保健所などの外部機関が何ができるのか（何が理解を促す要
因となるのか）を、市町村の統括保健師等と検討する。

・関係機関（想定される外部機関：市町村保健師協議会、保健師長会、看護協会、大学等

の教育機関、保健所長会等）への期待を明確にするように促す
→例：人材育成計画の策定に引き続き、研修の企画や実施でも協力を求める

・人材育成計画の策定以外でも、日常から関係機関と市町村が交流できる場や
意見交換の場を設定する。

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】
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Ⅲ 保健師に求められる能力と実態の差を明らかにする

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.求められている保健師へのニーズを明らかにする
○住民の健康ニーズを明確にする
○国の動向や制度について、組織横断的に共有
する

○組織から期待されている保健師の役割を明確
にする

2.求められているニーズに応える能力の実態を
明らかにする

○キャリアラダーを活用し、保健師個々の現在の
能力を見極める

○配属部署により獲得できる能力の特徴や差を
明確にする。

3.保健師に求められているニーズと能力の実態
の差を明らかにする

○組織（保健師集団）として強化すべき能力を明確
にする

○組織として目指すべき保健活動のあり方を共有
する

・個々の能力の確認（キャリアラダーに沿ったレベルの確認）については、組織の
状況にあわせて、無理のない範囲で人事評価としての活用の方法について交渉
できるように配慮する。各自治体で人事評価とどのように関連づけていくのかを
検討するよう支援する。

・プリセプターや統括保健師を交えて、キャリアレベルを確認する方法などの情報
提供を行う。
→例：上席保健師と保健師個人が面談、屋根瓦式に先輩保健師が後輩保健師

と面談、一定のグループで話し合いながら能力を確認 等

・配属先により、経験できる業務や獲得できる能力の違いを明確にできるよう支
援する

→例：本庁に配属の場合に獲得できる能力、福祉分野に配属の場合獲得でき
る能力等、配属先で獲得できる能力の違いを明らかにする

・能力の実態について、他市町村や県の傾向等と比較ができるように情報を提
供する。

・保健活動（アウトソーシング含む）が健康課題の解決に向かう方策と合致している
のかを保健師間で話し合うことができるように配慮する。

→例：保健師間での話し合いの際には、これまでの事業の成果などを確認する
ため、事業の実施報告や成果も活用する

→例：今後の動向に関する情報を提供し、今、市町村において求められている
活動を共に検討する
（保健師中央会議・全国厚生労働関係部局長会議・保健所長会・
衛生部長会、等）

・配属部署によって捉えている住民の健康ニーズを持ち寄り、部署を超えてニーズ
を明確にできるよう支援する。

・保健師集団としての各キャリアレベルやその凹凸（A‐1～A‐5、B‐1～B‐4）を確認

し、なぜ能力の獲得状況に差ができているのかについてを検討できる環境を整
える。
→例：「健康危機管理に関する部分は組織全体として弱い」「施策化に関しては、

個人により到達にバラツキが大きく、同じA3レベルでも差がある」などを
具体的に話し合う

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

 

 
                                           Ⅳ 保健師の人材育成計画を立案し活用する

各市町村の保健師をはじめとするｷｰﾊﾟｰｿﾝが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.自治体における保健師の人材育成計
画を作成する

○キャリアパスにOJT及びOff-JTを
提示する

○キャリアパスにジョブローテー
ションを提示する

○キャリアパスに人事交流を提示
する

○キャリアパスにキャリアラダーと
現在の（望ましい）職位の関連を
提示する

2.人材育成計画の活用を検討する

○作成した保健師の人材育成計画
について共有する

○人材育成計画の活用について検
討する

・現在保健師が配属されている部署に留まらず、社会の要請に応じて保健師を配置すべき部署や異動
周期、異動（配置）順序について決定できるように支援する

→例：本庁経験の必要性や経験時期をどのように考えるか
ヘルス部門と分散配置部門をどのように異動するのが望ましいのか
新たに保健師を配置する必要がある部署はないのか
配属部門（ヘルス部門、分散配置先）により経験できる業務及び獲得できる能力を明確にする

・市町村保健師の能力を強化できる国・県・関係団体等による研修等が抽出できるよう情報を提供する。
・活用できる研修とキャリアラダーを結びつけ、Off－JTをOJTにも活用できるように支援する。

→例：県で実施しているリーダー保健師研修はキャリアラダーのA‐4相当の保健師を対象としている。
リーダー研修参加者は市町村内で復命を行うとともに、成果をOJTに還元できるよう、他のA‐4
相当の保健師間で話し合いを持つ。

・日頃の活動を振り返り、OJTとして(も)機能している内容として意識化できるよう配慮する。
→例：事例検討などは、実務を兼ねたOJTとして効果的かつ効率的な方法であり、定期的に意

図的に開催するなどの工夫次第で十分に機能が可能。
・研修予算の確保に向け、統括保健師と共に担当者等との調整をはかる。
・大学等や職能団体等に対して研修の協力等を確認するように促す。

・作成した人材育成計画は、保健師間で活用の共有認識を持てるように配布をするだけでなく、説明会
等を実施できるよう、その環境を整える。
・効果的な人材育成計画の活用を市町村の統括保健師等と共有する →例：新人研修では必ず説明

・保健師個人の能力を確認するための面接（面談）について、評価的な面接にならないよう、具体的な
技法の向上をはかるための環境を整える。

→例：ロールプレイングを用いた面接技術の向上に向けた研修会の開催

・統括保健師とそれを補佐する立場のリーダー保健師等が、必要に応じ（定期的に）キャリアラダーの
確認の方法（面談などを含む）についても、共に再考をする。

・ポートフォリオ（例：人材育成シート、キャリアノート）については、保健師個人の成長や学びの経験の
証となることを共有する。管理方法については、取り扱いや運用について検討をし、保健師間等での合
意形成が必要であることに配慮する。

・人事交流等を実施する際は、組織と組織で双方のメリットを確認した上でその体制がとれるよう、組織
間の理解の必要性等を保健師間で明確にするよう支援する

→例：どのような能力を持った保健師が、どのような配置先で、どのような役割を果たすのか

・人材育成計画の改定時期等を明確にできるよう、都道府県の人材育成計画に関する情報も提供する

・市町村内での職位や役割の位置づけを保健師間で明確にする
→例：統括保健師は、ヘルス門に配属のA‐4～A‐5相当の保健師など
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市町村保健師の人材育成体制構築支援に関する報告書 9）より引用 

 

 

  

 

 
    

 

Ⅲ 保健師に求められる能力と実態の差を明らかにする

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.求められている保健師へのニーズを明らかにする
○住民の健康ニーズを明確にする
○国の動向や制度について、組織横断的に共有
する

○組織から期待されている保健師の役割を明確
にする

2.求められているニーズに応える能力の実態を
明らかにする

○キャリアラダーを活用し、保健師個々の現在の
能力を見極める

○配属部署により獲得できる能力の特徴や差を
明確にする。

3.保健師に求められているニーズと能力の実態
の差を明らかにする

○組織（保健師集団）として強化すべき能力を明確
にする

○組織として目指すべき保健活動のあり方を共有
する

・個々の能力の確認（キャリアラダーに沿ったレベルの確認）については、組織の
状況にあわせて、無理のない範囲で人事評価としての活用の方法について交渉
できるように配慮する。各自治体で人事評価とどのように関連づけていくのかを
検討するよう支援する。

・プリセプターや統括保健師を交えて、キャリアレベルを確認する方法などの情報
提供を行う。
→例：上席保健師と保健師個人が面談、屋根瓦式に先輩保健師が後輩保健師

と面談、一定のグループで話し合いながら能力を確認 等

・配属先により、経験できる業務や獲得できる能力の違いを明確にできるよう支
援する

→例：本庁に配属の場合に獲得できる能力、福祉分野に配属の場合獲得でき
る能力等、配属先で獲得できる能力の違いを明らかにする

・能力の実態について、他市町村や県の傾向等と比較ができるように情報を提
供する。

・保健活動（アウトソーシング含む）が健康課題の解決に向かう方策と合致している
のかを保健師間で話し合うことができるように配慮する。

→例：保健師間での話し合いの際には、これまでの事業の成果などを確認する
ため、事業の実施報告や成果も活用する

→例：今後の動向に関する情報を提供し、今、市町村において求められている
活動を共に検討する
（保健師中央会議・全国厚生労働関係部局長会議・保健所長会・
衛生部長会、等）

・配属部署によって捉えている住民の健康ニーズを持ち寄り、部署を超えてニーズ
を明確にできるよう支援する。

・保健師集団としての各キャリアレベルやその凹凸（A‐1～A‐5、B‐1～B‐4）を確認

し、なぜ能力の獲得状況に差ができているのかについてを検討できる環境を整
える。
→例：「健康危機管理に関する部分は組織全体として弱い」「施策化に関しては、

個人により到達にバラツキが大きく、同じA3レベルでも差がある」などを
具体的に話し合う

各市町村の保健師をはじめとするキーパーソンが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

 

 
                                           Ⅳ 保健師の人材育成計画を立案し活用する

各市町村の保健師をはじめとするｷｰﾊﾟｰｿﾝが
保健師の人材育成計画を策定する際の視点

【主語：各市町村】

都道府県（保健所）保健師が
市町村を支援する際に想定される配慮や工夫点

【主語：都道府県（保健所）保健師】

1.自治体における保健師の人材育成計
画を作成する

○キャリアパスにOJT及びOff-JTを
提示する

○キャリアパスにジョブローテー
ションを提示する

○キャリアパスに人事交流を提示
する

○キャリアパスにキャリアラダーと
現在の（望ましい）職位の関連を
提示する

2.人材育成計画の活用を検討する

○作成した保健師の人材育成計画
について共有する

○人材育成計画の活用について検
討する

・現在保健師が配属されている部署に留まらず、社会の要請に応じて保健師を配置すべき部署や異動
周期、異動（配置）順序について決定できるように支援する

→例：本庁経験の必要性や経験時期をどのように考えるか
ヘルス部門と分散配置部門をどのように異動するのが望ましいのか
新たに保健師を配置する必要がある部署はないのか
配属部門（ヘルス部門、分散配置先）により経験できる業務及び獲得できる能力を明確にする

・市町村保健師の能力を強化できる国・県・関係団体等による研修等が抽出できるよう情報を提供する。
・活用できる研修とキャリアラダーを結びつけ、Off－JTをOJTにも活用できるように支援する。

→例：県で実施しているリーダー保健師研修はキャリアラダーのA‐4相当の保健師を対象としている。
リーダー研修参加者は市町村内で復命を行うとともに、成果をOJTに還元できるよう、他のA‐4
相当の保健師間で話し合いを持つ。

・日頃の活動を振り返り、OJTとして(も)機能している内容として意識化できるよう配慮する。
→例：事例検討などは、実務を兼ねたOJTとして効果的かつ効率的な方法であり、定期的に意

図的に開催するなどの工夫次第で十分に機能が可能。
・研修予算の確保に向け、統括保健師と共に担当者等との調整をはかる。
・大学等や職能団体等に対して研修の協力等を確認するように促す。

・作成した人材育成計画は、保健師間で活用の共有認識を持てるように配布をするだけでなく、説明会
等を実施できるよう、その環境を整える。
・効果的な人材育成計画の活用を市町村の統括保健師等と共有する →例：新人研修では必ず説明

・保健師個人の能力を確認するための面接（面談）について、評価的な面接にならないよう、具体的な
技法の向上をはかるための環境を整える。

→例：ロールプレイングを用いた面接技術の向上に向けた研修会の開催

・統括保健師とそれを補佐する立場のリーダー保健師等が、必要に応じ（定期的に）キャリアラダーの
確認の方法（面談などを含む）についても、共に再考をする。

・ポートフォリオ（例：人材育成シート、キャリアノート）については、保健師個人の成長や学びの経験の
証となることを共有する。管理方法については、取り扱いや運用について検討をし、保健師間等での合
意形成が必要であることに配慮する。

・人事交流等を実施する際は、組織と組織で双方のメリットを確認した上でその体制がとれるよう、組織
間の理解の必要性等を保健師間で明確にするよう支援する

→例：どのような能力を持った保健師が、どのような配置先で、どのような役割を果たすのか

・人材育成計画の改定時期等を明確にできるよう、都道府県の人材育成計画に関する情報も提供する

・市町村内での職位や役割の位置づけを保健師間で明確にする
→例：統括保健師は、ヘルス門に配属のA‐4～A‐5相当の保健師など
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資料６ 新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～ 

 

 平成23年2月に厚生労働省が作成した「新人看護職員研修ガイドライン ～保健師編～」のう

ち、保健師活動に関する技術指導の例（別冊）12）を参考として添付する。  

保健師活動に関する技術指導の例は、保健師活動の基礎となる技術であり、住民（労働者）を

多角的に捉える上で重要である「家庭訪問」と「地域診断におけるアセスメント」を技術指導の

例として示している。技術指導の例は、“到達目標”“到達までの期間”“保健師活動に関する

技術を支える要素”“研修方法”“手順に沿った指導時の留意点”“チェックリスト”で構成さ

れている。ここでは、保健師基礎教育とのつながりを考慮しており、新任者がどこまで修得でき

ているのかの確認をすることだけではなく、新任者が気をつけるポイント、指導者にとって指導

時のポイントが分かるように示している。  
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